
地域とともにある学校づくり

教育委員会事務局 生涯学習課

令和6年12月12日
令和6年度 第2回彦根市総合教育会議

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動

出典：「これからの学校と地域」（文部科学省）
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H27年12月 中央教育審議会答申
地域と学校の連携・協働
全公立学校において学校運営協議会の設置を目指すべき

H28年1月 「次世代の学校・地域」創生プラン
地域と学校の連携・協働に向けた改革
＜学校創生＞コミュニティ・スクールの推進を加速
＜地域創生＞地域学校協働活動の推進

コミュニティ・スクールに関する国の主な動向

H29年3月 社会教育法 改正
地域の人々が学校と連携・協働して子どもの成長を支え、
地域を創生する「地域学校協働活動」を推進

H29年3月
地方教育行政の組織及び
運営に関する法律 改正

学校運営協議会の設置（コミュニティ・スクールの導入）
を努力義務化

H29年3月

（小学校 R2年4月～）

（中学校 R3年4月～）

学習指導要領 改正
社会に開かれた教育活動（よりよい社会を作るという目標
のもと、教育課程を介して地域社会と学校がつながる）

H30年度～
R4年度

第3期教育振興基本計画
全公立学校でコミュニティ・スクールの導入を目指す
全小中学校区で地域学校協働活動の推進を目指す

R3年度 ＣＳの在り方等に関する検討会議
全学校への導入を迅速かつ着実に進める
地域に開かれた学校に向けて、学校と地域が子どものた
めに連携・協働する社会を日常とする
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彦根市のこれまでの取組

年度 内 容 年度 内 容

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

R2

R3

R4

R5

R6

・文部科学省委託事業 東中、稲枝中学校区

・市事業（国・県・市が1/3ずつ負担）市内全7中学校区

・市事業（国・県・市が1/3ずつ負担）市内全7中学校区と若葉小

（地域学校協働本部事業 地域未来塾事業）

・県モデル事業「家庭教育支援事業」佐和山小、旭森小

・家庭教育支援事業 城東小、佐和山小、旭森小

金城小、平田小を追加

城南小を追加

・市事業（国・県・市が1/3ずつ負担）市内全7中学校区

（地域学校協働本部事業＜家庭教育支援含＞ 地域未来塾事業）

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

R2

R3

R4

R5

R6

・市立学校の学校運営協議会の設置等に関する規則

・若葉小

・稲枝西小

・城北小、西中

・鳥居本学園（小・中）

・城南小、稲枝東小、稲枝北小

・城西小、城陽小、亀山小、稲枝中

・城東小、平田小、佐和山小、旭森小、金城小、河瀬小、

高宮小、東中、中央中、南中、彦根中

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）関係地域学校協働活動関係
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地域と学校の連携・協働の仕組み

彦根市 317人を任命（R6年度） 34人に委嘱（R6年度）

出典：「これからの学校と地域」（文部科学省）
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コミュニティ・スクール ＝ 学校運営協議会を設置した学校

学校運営協議会の機能・権限

必須 ①校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること。

任意 ②学校運営について、

教育委員会又は校長

に意見を述べること

ができる。

任意 ③教職員の任用に関し

て、教育委員会規則

で定める事項につい

て、教育委員会に意

見を述べることがで

きる。

「育てたい子どもの姿が分か
りました。なるほど、では、

私たちは…しましょう！」

OKから

Let’ｓへ
目標を共有して一緒に活動へ

学校運営協議会の年間スケジュール例

教育委員会事務局 生涯学習課

彦根市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 第9条
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地域学校協働活動について

地域住民、学生、保護者、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅
広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成
長を支える、学校と地域が育てたい子どもの姿（目標）を共有し、
相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動。
社会教育法第５条第２項に規定されている。

地域と学校の連携・協働に欠かせない、地域に根差した社会教育の拠点施設であ

る公民館との連携。
・公民館の地域ネットワークを活用し、地域学校
協働活動への参加を呼び掛ける。

・両施設が、互いの学習成果の発揮の場となる。
・社会教育の専門性を学 校運営協議会委員とし
て発揮。

地域学校協働活動とは

地域学校協働活動やコミュニティ・スクールに生きる公民館の力

中地区公民館

学校と公民館の連携がスムーズになることで
相乗効果が生まれる。
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④ 学校に対する多様な協力活動

② 学びによるまちづくり、地域課題
解決型学習、郷土学習

③ 家庭教育支援活動

⑤ 地域の行事、ボランティア活動等
への参画

① 地域未来塾

地域学校協働活動の実際

彦
根
中
学
校

城
西
小
学
校

旭
森
小
学
校

1

西
中
学
校

西
中
学
校

鳥
居
本
小
学
校

2

地域未来塾事業

地域学校協働本部事業

と

を通して

地域が参画した活動で、

地域も学校も元気に！

中
央
中
学
校
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて

課題 ・市民が主体的に関わるための気運醸成
・多様な委員の選出や地域学校協働活動推進員の人材発掘
・持続可能な取組のための財源確保
・教育委員会事務局内の体制整備 等

教育委員会事務局 生涯学習課

一体的推進で期待される効果
出典：広報ひこね 2023 10月号



2年

4年

6年

8年

この取組が、市民の生きがいづくりや地域防災の推進、地域の活
性化等「魅力ある彦根市づくり」の一助に。

今後の展開（10年後を見据えて）
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10年




